
鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成23年３月18日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第８号

鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県出資法人等における給与等の状況の公表等に関する条例（平成16年鳥取県条例第44号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「削除項」という。）を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除項を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正

後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（給与等の制度等の公開） （給与制度等の公開）

第２条 県出資法人等は、規則で定めるところによ 第２条 県出資法人等は、規則で定めるところによ

り、次の事項を公表しなければならない。 り、次の事項を公表しなければならない。

(１) 県出資法人等の役職員に係る給与等の制度 (１) 県出資法人等の職員に係る給与制度

(２) 県出資法人等の役職員に係る給与等の支給の (２) 県出資法人等の職員に係る給与の支給の状況

状況

(３) 県出資法人等の役職員に係る給与等の制度の (３) 県出資法人等の職員に係る給与制度の変更

変更

(４) 略 (４) 略

附 則 附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第

２条第１号又は第２号に規定する事項に係る同条及

び第３条の規定は、この条例の施行の日以降に終了

した県出資法人等の事業年度分から適用する。

（検討）

２ 知事は、平成22年度末を目途として、この条例の

規定及びその実施状況について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２

条第１号又は第２号に規定する事項に係る同条及び第

３条の規定は、この条例の施行の日以降に終了した県

出資法人等の事業年度分から適用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。




